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教育委員会１月定例会会議録 
１ 会議の名称  中之条町教育委員会 １月定例会 

２ 会議の期日  令和８年１月 22 日（木） 

３ 会議の場所  中之条町ツインプラザ 研修室１ 

４ 会議に出席した委員・教育長 

教 育 長         山口 暁夫 

委員（教育長職務代理者） 湯本 茂夫 

委  員         石田 優子 

委  員         奈良 保宏 

委  員         塚田 夕子 

５ 会議に出席した職員 

こども未来課長      山本 伸一 

生涯学習課長      剱持 和美 

次長兼教育指導係長    湯浅 成夫 

学校教育係長       唐澤 将希 

六合こども未来係長兼六合生涯学習係長  中沢 芳宏 

総務係長         外丸 綾子 

６ 議  事 

議案第１号 令和７年度 要保護及び準要保護児童生徒の追加認定について 

７ 協議事項 

（１）12月定例町議会について 

（２）第２期中之条町教育大綱案について 

（３）幼児教育の在り方について 

（４）その他 

８ その他 

（１）12月定例町議会について 

（２）問題行動及び教育支援センター「虹」、相談室・保健室利用、日本語サポート教室「未来」

の状況について 

（３）令和７年度 点検・評価（令和６年度事業対象）について 
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（４）３月定例会について 

（５）その他 

９ 事務連絡 

２月定例会 ２月 26 日(木) 午前９時 30 分から ツインプラザ 研修室１ 

10 開  会 

午前９時 30 分、教育長、教育委員会会議の開会を宣す。 

教育長より挨拶 

11 会議録署名委員の指名 

こども未来課長が今回の会議の会議録署名委員に、湯本茂夫教育長職務代理者を指名 

12 会期の決定 

会期の決定  本日一日限り 

13 会議録の承認 

12 月定例会会議録について、全員異議なく承認 

14 報告事項 

（１）教育長等執務報告 

教育長より、令和７年 12月 18 日から令和８年２月 26日までの行事等について報告 

   （郡教育長会議、町文化財専門委員会、中之条小学校幼小交流会参観、まちなか５時間リレ

ーマラソン大会実行委員会、町消防団歳末夜警戒、教育委員会仕事始め式、町総合計画策

定委員会、郡賀詞交換会、ウィンター・イングリッシュ・セッション参観、郡小中学校校

長会合同研修会、町消防団出初め式、町はたちを祝う会、中之条中学校未来探求学習参観、

町議会、県町村教育長・教育委員合同研修会、定例教育委員会会議、県教育長人事会議、

郡バスケットボールリーグ、町文化財防火訓練、校園所長会議、町教育研究所講演会、郡

人事運営委員会、六合地区学校運営協議会、県教育長協議会、管内校長会、郡へき地教育

センター運営委員会、町給食センター運営委員会、吾妻広域町村圏振興整備組合理事会、

郡自作教材・実践記録コンテスト表彰式、次回定例教育委員会会議など） 

15 会議における議事の経過及び発言趣旨 

議案第１号 令和７年度 要保護及び準要保護児童生徒の追加認定について 

総務係長より、議案資料について説明 

小学生２名、中学生１名、３世帯から新たに申請があり、中之条町要保護及び準要保護児童生徒

就学援助費支給要綱の規定に則り審査を行ったところ、認定要件を満たしていることから認定を願
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いたい。 

異議なく、原案のとおり認定 

16 協議事項 

（１）令和７年度卒業・修了式並びに令和８年度入学・入園式の日程及び教育委員会告辞について 

こども未来課長より説明 

・ 令和７年度卒業・修了式並びに令和８年度入学・入園式について、教育委員会の出席者を

決めていただきたい。 

・ コロナ禍以降、教育委員会告辞については、掲示や配布での対応が続いているが、今年度

の対応について改めて委員各位のご意見をいただきたい。 

協議のうえ出席者を決定 

また、告辞については、原則として書面に印刷し、個別配布とすることを決定 

（２）第２期中之条町教育大綱案について 

こども未来課次長兼教育指導係長より、資料について説明 

前回会議でのご意見を基に、第１次修正案を作成したので、確認いただくとともにご意見を

伺いたい。 

○前回会議からの修正点 

・ 「第２章 基本理念」の文章中に「人口減少」の文言を追加 

・ 「第３章 基本目標、２ 義務教育の充実」の文章中において、「たくましく生きる力の育

成」を記述した文章を改め、次の文章を加える。「予測困難な社会の変化に主体的に関わり、

感性を豊かに働かせながら未来社会を切り開くための資質・能力を育成します。」 

異議なく、第１次修正案の原案のとおり承認 

（３）幼児教育の在り方について 

こども未来課長より、資料について説明 

「町立幼稚園・保育所の再編に関するアンケート案」について、前回会議でいただいたご意見

を基に事務局で第２次修正案を作成したので、ご確認いただきご意見をお願いしたい。 

○前回会議からの修正点 

・ 転入して間もない方にも分かりやすいよう、調査対象となる町内幼児園・保育所の状況を一

覧表にまとめてアンケートの冒頭に設置した。 

・ 現在通園している幼稚園又は保育所（園）について、設問２の回答１「幼稚園」を「町内の

幼稚園」に変更、回答６「その他」を削除 
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・ 設問３～５の前提文を否定文から肯定文へ改め。 

・ 設問４の回答について、通園距離の使用単位を「ｍ」から「㎞」へ変更 

・ 設問５（イ）の回答に「遊具などの安全対策」、「園庭の広さ」の項目を追加。また、（ウ）

の見出しを「食事や健康衛生面について」に変更し、同設問内の回答の一部を「アレルギー

などへの給食の対応」へ変更。また、（キ）の回答「１学年」を「１クラス」へ変更 

・ 設問６の回答５「持病などにより医療行為が必要」は、「医療的ケアに対応していない」へ

変更 

・ 設問９の町立幼稚園・保育所の再編方法についての回答では、「より細かく設定を」とのご

意見であったが、考えられる代表的な例を７通り示し、残りは記述式で答えていただく形式

に変更した。 

・ 設問９の別案として、個別名称を記載した実現可能と思われる事務局案を示した第２案を用

意した。 

・ 設問 10 の回答５「特に感じることはない」を、「その他（ ）」として記述式に変更 

・ 設問 12 の回答３「児童」を「子」に変更、回答 14「保育者」を「園」へ変更 

・ 設問 13～15 の前提文の数字の誤記を訂正 

・ 数字の表記を統一 

○第２次修正案についての主な意見 

・ 設問９については、教育委員会で選択するのではなく、見え消し版の案（第１案）と別案（第

２案）の２つとも検討委員会に提示し、検討委員会で調査目的に沿って選択していただくの

がよいと思う。 

・ 検討委員会にはアンケートの全容を見てもらうことを優先したい。従って、設問９だけを２

案提示するよりも、この会議でどちらか１案を決めて検討委員会へ提示するほうが良いので

はないか。仮に、別案（第２案）の方を検討委員会に提示して、内容が具体的すぎるという

意見が出れば、見え消し版の案（第１案）の方向へ検討委員会が修正すればよい。逆に、見

え消し版（第１案）では内容が分かりにくいという意見が出れば、別案（第２案）の方向へ

修正すればよいと思う。 

・ 見え消し版の案（第１案）では、現実的ではないと思われる例も可能性として示してあり、

それで回答を求めても建設的な議論はできない気がする。 

・ 別案（第２案）の方が具体的な名称も入り、イメージしやすいと思う。回答者も回答しやす

いのではないか。 

協議の結果、設問９については別案（第２案）を採用し、その他の部分は第２次修正案の原案

のとおり承認 

（湯本教育長職務代理者） 

 幼児教育のあり方に関する検討委員会の進捗状況を教えてほしい。 



- 5 - 

（こども未来課長） 

現在、構成委員を選考している段階である。依頼までには至っていない。 

（４）その他 

  なし。 

17 その他 

（１）12月定例町議会について 

一般質問、文教民生常任委員会での各議員の質問と答弁の内容について報告 

・こども未来課長より報告 

（教育現場におけるクマ出没に対する安全対策について、小中学校における生理用品の取扱

いの現状とトイレへの配置に対する見解について、教職員の働き方について、保育所の人

件費について、寄附金の内容について、登下校におけるクマ対策について、通学路上の放

置された柿の木について、外国人の子どもの就学について、六合地区中学校生徒の教育事

務委託について） 

・生涯学習課長より報告 

（文化財補助金の利用について、伊参公民館の利用状況と地区公民館の在り方について） 

（２）問題行動及び教育支援センター「虹」、相談室・保健室利用、日本語サポート教室「未来」の

状況について 

次長兼教育指導係長より、資料について説明。12月の実績が報告された。 

（３）令和７年度 点検・評価（令和６年度事業対象）について 

こども未来課長より、資料について説明 

令和７年度 点検・評価（令和６年度事業対象）を配布するので、内容をご確認いただき、次

回会議にてご意見をお願いしたい。 

（４）３月定例会について 

令和８年３月定例会について、開会時間を変更し、令和８年３月 13日（金）午後３時開会と

する。 

（５）その他 

なし。 

18 事務連絡 

２月定例会  ２月 26日(木) ９時 30 分から ツインプラザ 研修室１ 
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19 閉会の宣言 

午前 11時 00 分、教育長、教育委員会会議の閉会を宣す。 

20 議決事項 

議案第１号 令和７年度 要保護及び準要保護児童生徒の追加認定について 

      （ 承 認 ） 


